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目
的
・
構
成
・
運
営
の
諸
問
題

全
仏
理
事
会
・
評
議
員
会
へ

　
事
務
総
局
機
構
検
討
委
員
会
（
鎌
原
謹
撰
委

員
長
）
は
、
去
る
一
月
二
十
九
日
の
理
事
会
・

評
議
員
会
に
お
い
て
、
左
記
の
よ
う
な
答
申
を

報
告
し
た
。

　
　
事
務
総
局
機
構
検
討
委
員
会
答
申

　
事
務
総
局
機
構
検
討
委
貝
会
は
、
去
る
昭
和

五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
、
第
一
回
委
員
会
を

開
催
以
来
、
事
務
総
局
の
目
的
・
構
成
・
運
営

の
諸
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
改
革

案
を
理
事
会
に
提
出
す
る
た
め
に
、
九
回
に
わ

た
り
審
議
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
委
貝

会
の
合
意
が
成
り
次
の
よ
う
に
答
申
す
る
。

　
　
　
　
　
　
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
二
十
日

　
事
務
総
局
機
構
検
討
委
員
会
委
員
長

右心

同同

持伊和井小論　　　　委　副
田東田上　峰委原
　　　　貝　員
貫康耕博　令長佑

宣雄正厚　丸　元

長豊安臥花即里中
谷

川田本本木真本山

正英利亮義尊玄弘

浩世正一光寵進之

（一

j
目
的

　
事
務
総
局
の
目
的
は
、
こ
の
法
人
の
事
務
を

処
理
す
る
こ
と
に
あ
り
、
事
務
を
統
轄
す
る
理

事
長
の
命
を
う
け
て
、
理
事
会
の
議
決
の
範
囲

内
で
事
務
の
執
行
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
①
事
務
執
行
機
関
と
し
て
の
事
務
総
局
の
機

　
　
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
事
務
総
局
の
目
的
、

　
　
権
限
に
関
し
て
は
寄
付
行
為
（
第
十
九
条
、

　
　
二
十
条
、
三
十
三
条
）
に
拠
る
も
の
と
す

　
　
る
。

　
②
理
事
会
の
議
決
機
関
、
執
行
機
関
と
し
て

　
　
の
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
事
務
総
局

　
　
と
の
組
織
上
の
関
連
に
つ
い
て
審
議
を
重

　
　
ね
た
結
果
、
こ
の
問
題
は
本
会
の
構
成
自

　
　
　
　
体
に
密
接
に
関
連
す
る
問
題
で
あ

　
　
　
　
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
こ
の
点

　
　
　
　
　
に
つ
い
て
は
、
別
記
意
見
書
を
付

　
　
　
　
記
す
る
。

　
　
　
　
（
二
）
構
成

　
　
　
　
別
記
の
通
り

　
　
　
　
（
三
）
運
営

　
　
　
　
現
在
、
事
務
総
局
の
運
営
に
関
し

　
　
　
　
て
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
且
一
日
施

　
　
　
　
行
の
「
財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会
処

　
　
　
　
務
規
程
」
が
存
在
す
る
。
こ
の
規
程

に
は
実
情
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
部
分
も
あ
る

の
で
、
早
急
に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

◎事務総局構成図

庶務主事庶務部長

財務主事財務部長

時局対策部長一時局対策主事

組織主事組織部長

人権推進部長一人権推進主事

国際主事

文化主事

国際年長

文化部長

［
「
［
4
［

総務局長

社会局長

事務総長

◎
意
見
書

　
引
引
貝
会
は
、
事
務
総
局
の
機
構
を
検
討
し
、

改
革
案
を
理
事
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
そ
の
任

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
審
議
の
経
過
の
中
で

事
務
総
局
の
構
成
の
問
題
は
本
会
全
体
の
機
構

の
問
題
と
切
り
離
し
て
解
決
で
き
る
問
題
で
な

い
と
の
認
識
に
立
ち
、
以
下
の
点
を
意
見
書
と

し
て
併
せ
て
提
出
し
、
理
事
会
の
積
極
的
な
対

応
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

①
宗
派
、
県
仏
、
各
種
団
体
か
ら
な
る
本
会

　
　
の
構
成
を
見
直
す
こ
と
。

　
②
理
事
の
選
出
基
準
を
見
直
す
こ
と
。

　
③
事
務
総
長
・
局
長
は
理
事
の
資
格
を
得
る

　
　
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
④
加
盟
団
体
負
担
金
の
算
出
基
準
を
見
直
す

　
　
こ
と
。
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灘
繋
難
灘
羅
懇
電
導

　　

@　

@　

@　

@　

Z
月
ハ

　
今
年
は
日
本
人
が
官
記
移
民
と
し
て
ハ
ワ
イ

に
渡
り
は
じ
め
て
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
百
年
に
あ

た
り
、
こ
れ
を
記
念
し
て
ハ
ワ
イ
で
は
、
各
界

あ
げ
て
多
彩
な
行
事
が
催
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　
ハ
ワ
イ
仏
教
連
盟
に
お
い
て
も
、
実
行
委
員

会
を
結
成
し
、
六
月
十
六
日
の
「
先
覚
者
追
悼

大
法
要
」
、
十
七
日
の
「
日
米
仏
教
徒
交
流
大

会
」
を
中
心
と
し
て
幾
つ
か
の
行
事
を
計
画
し

て
い
ま
す
。

　
全
日
本
仏
教
会
も
、
こ
の
記
念
す
べ
き
行
事

を
積
極
的
に
後
援
す
る
た
め
、
同
じ
く
実
行
委

員
会
を
設
け
、
去
る
三
月
十
一
日
に
は
東
京
芝

の
明
照
会
館
で
、
初
め
て
日
米
の
実
行
委
貝
の

会
合
を
開
き
ま
し
た
。

　
日
米
仏
教
徒
が
一
堂
に
会
し
、
意
見
を
交
換

交
流
大
会
が
行
わ
れ
る
シ
ェ
ラ
ト
ン
ホ
テ
ル

ワ
イ
で
移
民
百
年
祭

　
し
、
交
流
を
深
め
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
仏
教

　
の
興
隆
流
布
を
図
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ

　
り
ま
す
。

　
　
つ
い
て
は
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
の
ご
参

　
加
を
い
た
だ
き
、
こ
の
特
別
記
念
行
事
が
成
功

　
裡
に
と
り
行
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
尚
、
お
問
い
合
わ
せ
ば
、
全
日
本
仏
教
会
（
電

　
〇
三
－
四
三
七
－
九
二
七
五
）
国
際
部
ま
で
、

　
ま
た
渡
航
手
続
、
旅
行
に
つ
い
て
の
お
問
い
合

　
わ
せ
は
、
日
本
交
通
公
社
（
電
〇
三
－
二
五
七
－

　
八
四
二
一
）
田
辺
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日
米
仏
教
徒
交
流
大
会
実
行
委
員
会
構
成

　
　
　
　
ハ
ワ
イ
側

　
委
員
長

　
　
藤
谷
義
明
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

事
務
局
長

　
　
荒
了
寛
（
天
台
宗
）

　
委
　
　
貝

　
　
村
野
宣
忠
（
日
蓮
宗
）

　
　
酒
井
章
光
　
　
同

　
　
中
村
良
観
（
浄
土
宗
）

　
　
相
馬
照
人
　
　
同

　
　
松
浦
玉
英
（
曹
洞
宗
）

　
　
町
田
時
保
　
　
同

　
　
浅
野
覚
彰
（
高
野
山
真
言
宗
）

　
　
寺
前
武
敏
　
　
同

　
　
武
宮
礼
一
（
真
宗
大
谷
派
）

「
　
T
　
－

玉
代
勢
暁
雲
　
同

長
尾
法
人
（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

帆
足
正
韻
　
　
同

奥
山
元
一
（
天
台
宗
）

　
》
開
『
O
畠
b
σ
ざ
O
目

　
U
零
乙
O
冨
署
。
旨

　
0
8
『
σ
q
①
↓
碧
菩
。

　
　
　
日
本
側

委
　
　
員

　
小
田
原
長
里

　
山
本
健
善
　
　
同

　
永
谷
孝
昭

　
松
村
彰
道
　
　
同

　
平
出
昭
寛

　
大
山
正
英
　
　
同

　
斎
藤
紛
洲

日程表

（
ハ
ワ
イ
大
学
）

　
　
同

　
　
同

（
曹
洞
宗
）

（
浄
土
真
宗
本
願
寺
脈
）

（
真
宗
大
谷
派
）

（
浄
土
宗
）

月　日 スケジュール

昭和60年
U月15日㈹

朝ホノルル着、終日自由行動

6月16日（日） 先覚者追悼大法要
S年祭記念式典（於：NBCアリーナ）
@　14：00～16：00
S年祭記念晩餐会（於：シェラトンホテル）

@　18：00～20：00

6月17日（月） テーマ毎分科会（於：シェラトンホテル）

@　9：00～
e宗別院懇談会（於：シェラトンホテル）

@　13：00～
L念法要並びに式典（於：シェラトンホテル）

@　16：00～

u
弩
1
；
欝
］
州
知
事
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
（
於
：
ワ
シ
ン
ト
ン
プ
レ
ス
）
　
　
1
8
：
0
0
～

6月18日（火） 終日自由行動

6月19日㈱ 総領事レセプション

大
沢
宗
玄
　
　
同

肉
倉
貫
義
（
日
蓮
宗
）

石
川
浩
徳
　
　
同

河
合
了
栄
（
高
野
山
真
言
宗
）

後
藤
太
栄
　
　
同

児
玉
文
禮
（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

久
下
保
建
　
　
同

即
真
尊
寵
（
天
台
宗
）

杉
谷
義
純
　
　
同

小
峰
一
芸
（
真
言
宗
智
山
派
）

杉
本
亮
一
（
真
言
宗
豊
山
派
）

鈴
木
道
雄
　
　
同

安
藤
正
晃
（
孝
道
教
団
）

林
節
子
　
　
同

塩
入
亮
達
（
聖
観
音
宗
）
・

　
　
　
　
　
　
　
　
－
敬
称
略
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舗

　　

@　

@　

@　

@　

@　

Z

　　

@　

@　

@　

@　

@　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誕

　　

@　

@　

@　

@　

@　

]

　　

@　

@　

@　

@　

@　

ﾂ

　　

@　

@　

@　

@　

@　

j
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朕
雛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
叢

　　

@　

@　

@　

@　

@　

?
ﾞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
※

一3一

　．オ7　　、　　一門一1　　「’，げ「町－冒嵩　，一A’噛　甲乱　　’辱冒　＿　　一

願姻［澤
挙



昌
　
　
　
，

F
　
軋

←

全　　　　　仏
第3種郵便物認可昭和60年4月1日

1［」暴［コ圏［】罷D園

1三関関口駅
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闘黙□舘醜

醤朋聲日齪

闘隔描認塞

己。．岩1総舘

蘭齪i
闘魁　財鵠i

門
醤
醤
置
門
門
闘 髄麟
門口閑口門⊆］関口i

饗
　
ル
ン
ビ
ニ
ー
は
平
和
な
土
地
で
す
。

酷
暑
の
時
と
雨
期
を
除
け
ば
、
野
の
花

は
咲
き
乱
れ
、
飛
び
交
う
鳥
の
種
類
は

八
百
種
以
上
と
か
。
晴
れ
た
日
は
北
に

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
白
峰
を
望
み
、
広
大
な
土

地
の
あ
ち
こ
ち
に
樹
齢
約
百
年
を
超
え

る
巨
木
が
卜
え
る
、
そ
ん
な
野
原
の
真

中
に
、
ポ
ツ
ン
と
白
壁
の
マ
ヤ
堂
が
立

っ
て
い
ま
す
。

　
そ
ば
に
近
付
く
と
基
坦
の
高
さ
だ
け

で
も
三
メ
：
ト
ル
も
あ
る
レ
ン
ガ
造
り

の
お
堂
で
す
が
、
周
囲
が
あ
ま
り
に
も

広
い
の
と
、
背
後
に
枝
を
拡
げ
る
ボ
ダ

イ
樹
が
巨
大
樹
な
の
で
チ
ン
マ
り
と
小

さ
く
見
え
る
の
で
す
。

全
仏
事
務
総
長

矢
萩
　
信
顕

　
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
園
の
復
興
計
画
は
、
す
べ

て
の
仏
教
徒
の
い
る
国
が
分
担
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
マ
ヤ
堂
だ
け
は
手

を
ふ
れ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る

け
れ
ど
、
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は

私
共
の
お
寺
の
復
興
の
と
き
、
境
内
ば
か
り

き
れ
い
に
し
て
古
ぼ
け
た
本
堂
を
ほ
っ
た
ら

か
し
に
し
て
置
く
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
す
。

　
客
殿
づ
く
り
も
、
庫
裡
の
建
て
替
え
も
、

駐
車
場
の
整
備
も
大
切
な
こ
と
は
わ
か
り
ま

ず
け
れ
ど
も
、
マ
ヤ
堂
は
ル
ン
ビ
ニ
山
誕
生

寺
の
本
堂
な
の
で
す
。

　
あ
る
事
情
通
の
方
の
お
話
し
に
よ
り
ま
す

と
、
現
地
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
国
だ
か
ら
仏

教
徒
だ
け
が
お
詣
り
す
る
マ
ヤ
堂
が
、
余
り

立
派
に
な
る
の
を
好
ま
な
い
の
で
は
な
い
か

と
申
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
が

現
地
の
人
と
話
し
て
わ
か
っ
た
事
は
、
ヒ
ン

ズ
ー
教
徒
は
、
一
般
的
に
仏
教
は
大
き
な
ヒ

ン
ズ
ー
の
教
え
の
一
部
を
な
す
も
の
、
と
受

け
と
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
ネ
パ
ー

ル
の
大
き
な
お
寺
へ
お
詣
り
す
る
と
、
境
内

に
ヒ
ン
ズ
ー
の
神
々
と
仏
教
の
仏
像
が
同
居

（
？
）
し
て
信
仰
を
あ
つ
め
て
い
ま
す
し
、
カ

ト
マ
ン
ズ
周
辺
だ
け
で
も
純
粋
に
近
い
仏
教

徒
（
シ
ャ
カ
族
）
が
一
万
五
千
人
適
い
る
の

で
す
。
夜
、
カ
ト
マ
ン
ズ
の
旧
市
街
を
あ
る

い
て
い
た
時
、
と
あ
る
広
場
の
真
中
に
、
ま

こ
う
方
な
き
薬
師
さ
ま
が
鎮
座
し
て
い
て
ビ

ッ
ク
リ
し
た
程
で
す
。
で
す
か
ら
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
が
反
対
す
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
理
由

と
は
思
え
な
い
の
で
す
。

　
マ
ヤ
堂
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
巨
大
木
の
上
、

地
上
十
七
～
八
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
仏
旗
が

翻
え
っ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
感
激
し
ま
し

た
。
多
く
の
国
々
か
ら
集
め
ら
れ
た
尊
い
お

金
で
あ
の
仏
旗
よ
り
高
い
立
派
な
マ
ヤ
堂
を
、

仏
跡
第
一
の
殿
堂
を
、
仏
教
徒
の
ふ
る
さ
と

を
、
そ
し
て
ネ
パ
ー
ル
王
国
観
光
の
大
き
な

目
玉
を
建
て
る
こ
と
が
な
ん
で
い
け
な
い
の

か
。
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
蒼
空
に
は
た
め
く
五
彩

の
仏
旗
を
仰
ぎ
な
が
ら
考
え
た
こ
と
で
し
た
。

　
〔
去
る
十
二
月
五
日
か
ら
十
二
日
、
矢
萩

　
事
務
総
長
は
イ
ン
ド
の
日
本
寺
医
療
施
設

　
落
慶
法
要
に
参
列
し
た
後
、
ル
ン
ビ
ニ
ー

　
を
視
察
し
て
き
ま
し
た
。
〕

　
　
　
〔
写
真
は
田
辺
整
備
中
の
マ
ヤ
堂
〕

一
行
の
滞
在
中
に
急
逝
さ
れ
た

前
W
F
B
事
務
総
長
の
祭
壇
に

合
掌
す
る
サ
ン
や
W
F
B
会
長

　
　
W
F
B
執
行
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
も

　
　
　
　
　
田
代
国
際
部
長
ら
が
出
席

　
第
三
十
一
回
W
F
B
（
世
界
仏
教
徒
連
盟
）

執
行
委
員
会
が
本
年
三
月
十
四
、
十
五
の
両
日
、

タ
イ
国
バ
ン
コ
ク
市
内
の
イ
ン
パ
ラ
ホ
テ
ル
に

て
開
催
さ
れ
、
全
仏
事
務
局
よ
り
執
行
委
員
で

あ
る
田
代
国
際
部
長
と
小
峰
主
事
の
二
名
が
参

加
し
た
。

　
今
回
の
執
行
委
員
会
に
お
い
て
、
ネ
パ
：
ル

政
府
へ
W
F
B
と
し
て
の
見
解
を
提
出
し
、
適

切
な
援
助
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
ル
ン

ビ
ニ
ー
開
発
計
画
に
つ
い
て
検
討
す
る
特
別
委

員
会
」
（
七
ヶ
国
七
一
の
一
己
に
て
構
成
）
の

設
立
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
特
別
委
員
会
は
、

年
に
数
回
、
バ
ン
コ
ク
か
カ
ト
マ
ン
ズ
に
お
い

て
開
催
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
バ
ン
コ
ク
滞
在
中
、
田
代
、
小
峰
の

両
名
は
悲
報
に
接
し
た
。
三
月
十
四
日
、
前
W

F
B
事
務
総
長
で
あ
っ
た
ア
イ
エ
ム
・
サ
ン
ガ

バ
シ
氏
が
逝
去
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
サ
ン
ガ
バ

シ
氏
は
、
プ
ー
ン
妃
殿
下
が
W
F
B
会
長
に
な

ら
れ
て
か
ら
の
初
代
事
務
総
長
で
あ
り
、
十
七

年
間
も
そ
の
職
を
つ
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

葬
儀
は
三
月
十
五
日
の
夕
方
、
バ
ン
コ
ク
市
内

の
マ
ク
ッ
ト
寺
院
に
て
行
わ
れ
、
田
代
、
小
峰
の

両
名
の
他
W
F
B
執
行
委
員
全
貝
が
参
列
し
た
。

当
年
八
十
歳
で
あ
っ
た
。

一4一

生
門

岳
r
、

「
啄
．
・

醇
F
．
．

、
　
’
，

’一コ罫坪晩蟹
L“　　　　　　　邑

ρL　“r　竃七＿T’一　．　　F「鳴巳轟尋椰v阿



昭和60年4月1日
全　　　仏
第3種郵便物認可

　鱒鱒“　
ゆ”一㈲ゆ

φゆゆ”””””鱒の榊榊脚　
ρ

　””　　
9ψ“榊ゆ”””φ　 も

1
亀
一
6
毒
零
と
…
6
ら
◎
・
6
ら
…
…
…
亀
茎
奪
6
3
亀
～
茎
ら
…
ら
ら
ら
2
…
・
6
‡
ら
6
…
6
1
◎
も
う
ら
◎
■
◎
◎
1
亀
●
◎
霊
亀
と
…
1
ら
○
零
‡
3
噂
…
ら
…
1
●
◎
●
…
り
6
ら
…
3
ら
◎
…
ら
…
1
◎
専
6
も
1
零
ら
6
■
◎
も
6
も
6
峯
ら
◎

　
同
和
問
題
は
、
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ

て
い
る
は
ず
の
基
本
的
人
権
、
と
く
に
市
民

的
権
利
と
自
由
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、

も
っ
と
も
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
り
ま
す
。

　
人
間
が
人
間
と
し
て
当
然
持
っ
て
い
る
基

本
的
人
権
を
侵
害
す
る
役
割
り
を
は
た
し
て

き
た
の
が
靖
国
神
社
で
あ
り
、
ま
た
し
て
も

靖
国
神
社
に
そ
の
よ
う
な
役
割
り
を
演
じ
さ

せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
靖
国
神
社
を
国
が
護

持
し
よ
う
と
い
う
動
き
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
こ
と
は
、
靖
国
神
社
の
歴
史
を
学
べ

ば
、
誰
も
が
首
肯
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
実
で

あ
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
靖
国
神
社
は
、
文
久
二
年

（一

ｪ
六
二
）
、
京
都
霊
山
に
お
い
て
、
明

治
政
府
樹
立
の
た
ぬ
に
死
ん
で
い
っ
た
勤
皇

の
志
士
の
「
霊
を
祀
る
」
と
い
う
意
図
の
も

と
に
行
わ
れ
た
招
魂
祭
に
は
じ
ま
り
、
そ
の

祭
り
の
行
わ
れ
た
招
魂
社
が
、
明
治
二
年

（一

ｪ
六
九
）
に
東
京
、
九
段
坂
の
現
在
地

に
移
さ
れ
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に

「
靖
国
神
社
」
と
名
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
靖
国
神
社
は
、
自
ら
神
と
し
て
の
権
威
を

継
承
す
る
天
皇
を
中
心
に
据
え
、
国
家
・
政

治
・
権
力
へ
の
絶
対
的
な
忠
誠
と
服
従
を
求

め
る
国
家
神
道
体
制
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
神
社
は

陸
・
海
軍
省
が
共
同
で
管
轄
し
、
　
〈
天
皇
と

国
家
〉
に
忠
誠
を
尽
し
て
亡
く
な
っ
た
軍

人
を
祭
神
と
す
る
、
〈
軍
隊
に
よ
る
軍
人
の

た
め
の
神
社
V
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

戦
死
者
を
”
英
霊
”
と
し
て
祀
る
こ
と
に
よ

っ
て
軍
国
主
義
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
て
き

ま
し
た
。

　
大
江
志
乃
夫
氏
は
、
そ
の
著
『
靖
国
神
社
』

で　
　
政
治
と
宗
教
と
が
国
家
権
力
の
も
と
で

　
　
一
体
化
し
た
と
き
の
恐
ろ
し
さ
を
、
戦

　
　
前
の
治
安
維
持
法
の
歴
史
が
よ
く
教
え

　
　
て
く
れ
る
。
治
安
維
持
法
違
反
に
問
わ

　
　
れ
た
者
は
、
そ
の
全
員
が
政
治
宗
教
と

　
　
し
て
の
国
家
神
道
1
1
近
代
天
皇
制
イ
デ

　
　
オ
ロ
ギ
ー
の
異
端
者
と
し
て
、
い
わ
ば

　
　
国
家
の
祭
壇
に
供
さ
れ
た
犠
牲
1
1
「
い

人
と
人
が
殺
し
あ
う
だ
け
で
な
し
に
、
戦
争

を
さ
さ
え
る
た
め
に
、
人
び
と
の
基
本
的
人

権
を
奪
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

基
盤
と
な
っ
て
き
た
国
家
神
道
が
い
か
に
差

別
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
衆
知
の
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
靖
国
法
案
の

問
題
点
を
二
、
三
の
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
お

き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

　
e
　
靖
国
法
案
の
第
三
条
に
、
　
「
戦
没
者

　
　
及
び
国
事
に
殉
じ
た
人
び
と
は
、
政
令

　
　
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
靖
国
神
社
の

　
　
申
出
に
基
づ
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が

”
靖
国
問
題
と
同
和
問
題
の
係
わ
サ
“

藤
田
平
文
（
全
仏
同
和
委
員
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

け
に
え
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
国
家
神
道
の
中
核
的
存
在
の
ひ
と

つ
で
あ
る
靖
国
神
社
は
、
単
に
戦
場
で

流
さ
れ
た
血
だ
け
で
な
く
、
戦
争
に
反

対
し
た
犠
牲
者
が
牢
獄
で
流
し
た
血
の

う
え
に
き
ず
き
あ
げ
ら
れ
た
、
二
重
の

意
味
で
の
血
ぬ
ら
れ
た
天
皇
の
祭
殿
で

あ
っ
た
。

述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
靖
国
神

　
国
家
神
道
体
制
を
基
盤
に
し
て
、
戦

決
定
す
る
し
と
あ
り
ま
す
が
、
内
閣
総

理
大
臣
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
時
、
そ
の
時
の
政
権
担
当
者
が
、

人
間
の
生
死
（
い
き
し
に
）
の
価
値
を

決
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

人
間
が
自
分
に
か
か
わ
り
の
な
い
と
こ

ろ
で
自
分
の
こ
と
を
決
め
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
人
間
無
視
，

は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
人
間
無
視
こ
そ

同
和
問
題
の
根
底
に
あ
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
口
　
戦
争
の
犠
牲
者
は
戦
地
に
お
も
む
い

　
　
た
軍
人
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
原
爆

　
　
で
亡
く
な
っ
た
人
も
、
空
襲
に
よ
っ
て

　
　
亡
く
な
っ
た
人
も
、
み
ん
な
犠
牲
者
で
・

　
　
す
。
ま
た
、
日
本
人
だ
け
が
戦
争
の
犠

　
　
牲
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
の
多

　
　
く
の
ひ
と
を
祀
ら
な
い
と
こ
ろ
に
大
き

　
　
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
か
ら
い
え

　
　
ば
敵
と
な
っ
て
戦
っ
て
死
ん
だ
多
く
の

　
　
人
び
と
も
戦
争
の
犠
牲
者
で
あ
り
ま
す
。

　
　
あ
の
人
を
祀
り
、
こ
の
人
は
祀
ら
な
い

　
　
と
選
別
し
て
い
く
な
か
で
、
差
別
は
増

　
　
長
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
京
都
の
西
大

　
　
谷
に
は
、
彼
此
戦
没
者
の
墓
が
あ
り
ま

　
　
す
。
誰
が
建
て
ら
れ
た
の
か
は
っ
き
り

　
　
し
ま
せ
ん
が
、
私
は
、
こ
れ
が
本
当
だ

　
　
と
思
い
ま
す
。

　
日
　
靖
国
法
案
の
根
底
に
は
官
尊
民
卑
の

　
　
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
法
人
靖
国

　
　
神
社
と
い
う
私
的
な
も
の
よ
り
、
国
家

　
　
と
い
う
公
的
な
も
の
を
願
う
の
は
官
尊

　
　
民
卑
の
思
想
で
す
。
尊
と
卑
と
い
う
考

　
　
え
方
は
、
明
ら
か
に
差
別
意
識
に
た
っ

　
　
た
も
の
で
す
。

　
ど
ち
ら
に
し
ま
し
て
も
、
神
道
が
浄
稜
の

思
想
を
基
盤
と
す
る
か
ぎ
り
、
差
別
と
切
り

離
せ
ま
せ
ん
し
、
戦
争
が
、
い
か
に
差
別
を

増
長
す
る
か
を
考
え
る
と
き
、
国
家
神
道
、

戦
争
に
つ
な
が
る
靖
国
問
題
を
同
和
問
題
に

取
り
組
む
も
の
と
し
て
見
過
ご
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
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回答・全仏顧問弁護士

正浩長谷川

〔
質
問
〕
本
堂
の
普
請
が
終
わ
り
ま
し
た
の

で
、
今
後
は
庫
裡
を
新
築
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
庫
裡
は
檀
信
徒
の
浄
財
を
仰
ぐ
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
の
で
、
寺
族
や
住
職
の

親
類
の
者
か
ら
寄
付
で
や
る
つ
も
り
で
す
。

第
一
期
工
事
に
つ
い
て
は
住
職
の
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
に
使
う
独
立
し
た
棟
を
つ
く
る
予
定
で

す
が
、
こ
の
場
合
固
定
資
産
税
は
か
か
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
か
。
お
伺
い
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
手
－
寺
住
職
）

〔
回
答
〕
宗
教
法
人
が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
本
来

の
用
に
供
す
る
宗
教
法
人
法
三
条
に
規
定
す

る
境
内
建
物
及
び
境
内
地
は
固
定
資
産
を
課

さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
地
方
税
法

三
四
八
条
二
項
三
号
）
。
即
ち
、
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
宗
教
法
人

　　　　　　　　　　　　　　　　　．　・　・　o　　　　　　　　　　　　　　　　●　，　，　●　　　　　　　　　　　　　　●　o　●　●　　　　　　　　　　　　　・　o　●　　　　　　　　　　　●　●　●　●　　　　　　　　　　●　●　●　■　　　　　　　　　o　●　・　●　　　　　　　■　o　●　o　　　　　　●　●　●　●　　　　　●　o　，　●　　　●　■　●　●　　●　o　●　o●　・　9．●　・　●

が
も
っ
ぱ
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
境
内

建
物
境
内
地
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
「
も
っ
ぱ
ら
」
と
は
専
風
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
例
外
的
に
他
に
使
用
す
る
場
合
も
含

み
ま
す
。
ま
た
「
本
来
の
用
に
供
す
る
」
と

は
宗
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
を
行

い
、
及
び
信
者
を
教
化
育
成
す
る
為
に
供
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
活
動
以
外
の
公
益

事
業
や
公
益
事
業
以
外
の
事
業
、
例
え
ば
収

益
事
業
に
供
す
る
場
合
を
含
み
ま
せ
ん
。

　
具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
で

す
（
宗
教
法
人
法
三
条
）
。

1
、
境
内
建
物
が
存
す
る
一
画
の
土
地

2
、
参
道
と
し
て
用
い
ら
れ
る
土
地

3
、
宗
教
上
の
儀
式
行
事
を
行
う
た
め
に
用

　
　
等
は
も
っ
ぱ
ら
宗
教
の
用
に
供
す
る
も

　
　
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
他
人
の
止
宿

　
　
の
用
に
供
し
て
い
る
等
そ
の
使
用
の
内

　
　
容
が
明
ら
か
に
宗
教
の
用
以
外
の
用
に

　
　
供
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
　
を
除
い
て
は
、
課
税
し
な
い
こ
と
。

　
他
人
の
止
宿
の
用
に
供
す
る
場
合
は
課
税

さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
宗
教
行
為
の

執
行
者
以
外
で
全
く
関
係
の
な
い
者
を
下
宿

さ
せ
た
よ
う
な
場
合
の
こ
と
を
い
い
、
住
職

や
寺
僧
と
そ
の
家
族
が
居
住
す
る
場
合
に
は

非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
使
用
の
実
態
に
お
い
て
一

般
納
税
義
務
者
の
場
合
と
比
較
し
て
何
ら
変

ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
課
税
さ
れ
ま
す
。

庫
裡
新
築
と
固
定
資
産
税

　
い
ら
れ
る
土
地
（
仏
供
田
、
修
道
耕
牧
地

　
等
を
含
む
）

4
、
庭
園
、
山
林
そ
の
他
尊
厳
又
は
風
致
を

　
保
持
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
土
地

5
、
歴
史
、
古
記
等
に
よ
っ
て
密
接
な
縁
故

　
が
あ
る
土
地

6
、
前
各
号
に
掲
げ
る
建
物
、
工
作
物
又
は

　
土
地
の
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
用
い
ら

　
れ
る
土
地

　
と
こ
ろ
で
、
庫
裡
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十

九
年
五
月
十
三
日
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
自
治
庁

次
長
の
都
道
府
県
知
事
宛
の
通
達
が
で
て
い

ま
す
。
即
ち
、

　
　
宗
教
法
人
の
所
有
す
る
庫
裡
、
社
務
所

　
も
と
も
と
寺
院
の
庫
裡
は
檀
信
徒
も
宗
教

活
動
の
為
に
利
用
し
、
住
職
は
そ
こ
で
寝
食

し
な
が
ら
法
務
寺
務
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
で
す
か
ら
、
庫
裡
に
お
け
る
住
職
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
本
来
な
か
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
大
勢
の
檀
信
徒
が
来
れ
ば
、
ふ
す

ま
や
障
子
を
は
ず
し
て
大
広
間
に
早
が
わ
り

だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

　
そ
こ
で
貴
寺
で
は
今
回
庫
裡
を
建
て
直
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
が
、
従
来

の
寺
院
庫
裡
で
あ
れ
ば
文
句
な
く
非
課
税
と

さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
若
干
気
が
か
り
な
の

は
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
使
う
独
立
し
た
棟
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
程
度
の
も
の

か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
な
か
に
子

供
部
屋
が
あ
り
、
住
職
夫
妻
の
寝
室
が
あ
り
、

居
間
が
あ
っ
て
、
普
段
だ
け
で
な
く
寺
院
に

行
事
が
あ
る
と
き
で
も
檀
信
徒
が
使
用
す
る

こ
と
が
全
く
不
可
能
で
、
寺
務
や
法
務
も
全

く
そ
こ
で
は
行
わ
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
す
と
、
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る
可
能
性

は
大
い
に
あ
り
ま
す
。

　
最
近
都
内
で
は
住
職
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の

部
分
に
は
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
の
メ
ー
タ
ー

も
別
に
し
な
さ
い
と
係
官
か
ら
い
わ
れ
た
と

い
う
例
を
き
き
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
し

て
住
職
と
し
て
の
仕
事
や
宗
教
活
動
と
無
縁

の
社
宅
に
等
し
い
よ
う
な
場
合
に
は
庫
裡
と

は
い
え
ず
、
課
税
さ
れ
て
も
止
む
得
な
い
で

し
ょ
う
。
本
来
住
職
の
部
屋
は
方
丈
の
間
等

と
い
わ
れ
、
こ
こ
で
寺
務
法
務
を
執
る
か
た

わ
ら
寝
起
き
し
た
も
の
で
し
て
、
最
近
の
個

人
住
宅
の
よ
う
な
も
の
は
予
想
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
で
す
か
ら
貴
寺
の
場
合
、
従
来
の
庫
裡
の

概
念
と
大
幅
に
か
け
離
れ
、
他
の
人
と
同
じ

住
宅
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
課
税
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
、
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
毎
月

第
二
・
篤
四
木
曜
日
午
後
一
時
か
ら
四

時
ま
で
、
長
谷
川
先
生
に
よ
る
「
法
律

無
料
相
談
室
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。
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身
か
ら
心
へ

　　　　　　　　　　　帳
　　　　　　　　　モ
　　　　　　難 　

　
「
小
さ
い
と
き
か
ら
添
い
寝
な
ど
せ
ず
、

　
ひ
と
り
寝
の
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
は
子
ど
も

　
の
健
康
を
ま
も
る
た
め
に
大
切
で
す
。
」
と

　
母
子
健
康
手
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
。
添
い
寝

　
を
す
る
と
、
母
親
が
赤
ち
ゃ
ん
の
体
温
を
奪

　
い
、
病
気
の
も
と
を
つ
く
る
、
母
親
の
バ
イ

　
菌
を
子
ど
も
に
う
つ
す
、
つ
い
眠
り
込
ん
で

　
脇
線
雰
ぎ
圧
死
さ
せ
る
、
自
律
心
が
育
た
な

甑
繕
囲
↑
．
悪
い
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
子
ど
も

　
ヌ
ヒ
ゴ
ァ
　
ヨ
ぶ
ド
ヨ
ん

　
　
　
　
、
，
即
の
心
身
の
健
康
を
ま
も
る
た
め
に

　
　
　
　
驚
添
い
寝
は
い
け
三
と
い
う
の
で

…
郵
：
ド
キ
篤
ぼ

、
．
肌
畷
　
己
沼
　
べ
．
♂
㍉

あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
こ
の
個

所
が
訂
正
さ
れ
、
「
添
い
寝
は
子

ど
も
の
情
緒
を
安
定
さ
せ
、
ス
キ

ン
シ
ッ
プ
に
よ
い
。
」
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
理
由
は
、
家
庭
内
暴
力
、

校
内
暴
力
、
い
じ
め
、
自
閉
症
等

子
ど
も
の
情
緒
不
安
が
も
た
ら
す

問
題
が
多
発
し
、
こ
れ
ら
は
、
親
．

子
間
の
愛
情
の
ゆ
が
み
か
ら
生
ず

る
。
だ
か
ら
、
添
い
寝
を
し
て
ス

キ
ン
シ
ッ
プ
を
は
か
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
子
ど
も
の
ひ
と
り
寝
は
身
の
健
康
に
は
よ

い
が
、
心
の
健
康
に
は
あ
ま
り
い
い
と
は
い

え
ぬ
よ
う
だ
。
改
訂
前
の
母
子
健
康
手
帳
は
、

子
ど
も
の
身
の
健
康
に
重
点
を
置
い
た
の
で
、

ひ
と
り
寝
が
奨
励
さ
れ
、
最
近
は
、
心
の
健

康
が
問
題
視
さ
れ
て
、
添
い
寝
が
す
す
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
程
に
心
が
病
ん

で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

▼
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
心
の
飢
餓
を
救
う
。
子

ど
も
だ
け
で
は
な
い
、
老
人
と
て
も
同
じ
だ
。

孤
独
で
あ
れ
ば
あ
る
程
人
恋
し
く
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
心
情
を
逆
手
に
と
っ
て
利
を

稼
ご
う
と
企
む
悪
智
慧
者
が
あ
ら
わ
れ
る
の

だ
か
ら
世
知
辛
い
。
独
り
暮
ら
し
の
さ
び
し

さ
や
生
活
の
不
安
に
つ
け
込
ん
で
、
話
し
相

手
を
装
っ
て
訪
ね
て
来
る
。
掃
除
、
洗
濯
、

夕
食
作
り
は
も
と
よ
り
添
い
寝
ま
で
し
て
く

れ
る
。
翌
朝
「
ま
た
来
ま
す
ね
。
」
と
い
っ
て

帰
っ
て
い
っ
た
き
り
二
度
と
現
わ
れ
な
い
。

勿
論
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
全
財
産
も
い
っ
し
ょ

に
消
え
て
い
る
と
い
う
次
第
。
娘
夫
婦
が
ビ

ッ
ク
リ
し
て
と
ん
で
来
て
も
、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
「
あ
の
人
は
い
い
人
だ
っ
た
。
」
と
い
う

ば
か
り
。
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
人
の
心
を
深
く

と
ら
え
る
。

▼
ニ
コ
ポ
ン
主
義
と
い
う
の
が
あ
る
。
ヒ
ロ

ポ
ン
と
ニ
コ
チ
ン
を
混
ぜ
合
せ
た
よ
う
な
こ

と
ば
だ
が
、
そ
ん
な
不
健
康
な
こ
と
で
は
な

く
、
教
育
上
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な

の
だ
そ
う
だ
。
つ
ま
り
、
生
徒
が
登
校
し
て

く
る
と
先
生
は
、
ニ
コ
ッ
と
笑
っ
て
言
葉
を

か
け
、
肩
を
ポ
ン
と
た
た
く
。
・
ニ
コ
ッ
と
笑

っ
て
ボ
ン
だ
か
ら
、
ニ
コ
ポ
ン
と
い
う
。
こ

れ
を
や
る
と
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
素
直
に

な
る
と
の
こ
と
だ
。

▼
無
財
の
七
二
の
言
辞
施
・
身
施
も
時
代
に

即
応
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。

　
　
　
（
文
化
専
門
委
員
・
阿
　
純
　
孝
）

㊥㊥㊥㊥㊥

・
絵
・

　
　
『
霊
枢
車
の
誕
生
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
章
一
著

　
意
匠
や
建
築
の
専
門
家
で
あ
る
著
者
が
、
霊

同
車
と
い
う
日
本
独
特
な
も
の
を
追
求
し
、
そ

の
変
遷
と
社
会
史
、
文
化
史
的
変
容
を
さ
ぐ
る
。

と
く
に
、
葬
儀
と
い
う
死
と
そ
の
ま
つ
り
を
風

俗
と
し
て
と
ら
え
つ
つ
、
建
築
史
家
ら
し
い
緻

密
な
考
証
で
と
ら
え
て
い
く
の
は
大
い
に
参
考

に
な
る
。

　
　
　
　
　
（
朝
日
新
聞
社
・
一
八
○
○
円
）

　
　
『
自
己
一
宗
派
で
な
い
宗
教
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
興
正
著

　
現
代
は
「
自
己
と
は
何
か
」
を
考
え
て
み
る

こ
と
も
な
い
程
に
自
己
を
喪
失
し
た
時
代
で
あ

る
。
だ
か
ら
表
面
無
事
の
よ
う
で
い
な
が
ら
、

い
つ
転
覆
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。
仏
教
は
、
ま

さ
し
く
「
自
己
と
は
何
か
」
を
真
正
面
か
ら
究

明
し
た
宗
教
で
あ
り
、
こ
こ
に
仏
教
の
現
代
的

意
義
が
あ
る
。
著
者
は
西
洋
哲
学
、
カ
ソ
リ
ッ

ク
を
学
ん
だ
後
、
沢
本
興
道
師
に
師
事
、
坐
禅

修
業
に
入
っ
た
。
幅
広
い
経
歴
と
厳
し
い
求
道

の
中
か
ら
「
自
己
と
は
何
か
」
を
世
に
問
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
柏
樹
社
・
二
〇
〇
〇
円
）

　
　
『
生
と
死
を
考
え
る
』

　
　
　
　
　
曽
野
綾
子
、
A
・
デ
ー
ケ
ン
編

　
上
智
大
学
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
究
所
主
催

「
生
と
死
を
考
え
る
セ
ミ
ナ
ー
」
の
講
話
を
集

録
、
死
を
目
前
に
し
、
そ
れ
と
対
決
し
た
人
々

の
切
実
な
叫
び
や
セ
ン
タ
：
に
勤
め
て
日
々
い

刀
口

　
　
　
　
　
・
⑥

介
音

　
　
　
　
　
・
窃

の
ち
を
失
っ
て
い
く
患
者
た
ち
と
の
対
話
を
も

率
な
く
ま
と
め
て
あ
る
。
生
死
一
体
の
現
実
を

見
る
に
最
適
。

　
　
　
　
　
　
　
．
（
春
秋
社
・
一
〇
〇
〇
円
）

　
　
『
生
活
の
中
の
仏
教
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
川
彰
著

　
例
え
ば
第
八
章
”
国
家
と
仏
教
”
の
中
で
、

著
者
は
「
ま
ず
国
内
に
宗
教
を
尊
敬
す
る
雰
囲

気
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
政
府
の
や

り
方
に
よ
っ
て
、
か
な
り
改
善
さ
れ
得
る
も
の

で
あ
る
。
次
に
は
教
団
に
対
し
て
、
経
済
的
な

特
典
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
現
在
で
は

寺
院
の
住
職
は
、
税
金
の
面
な
ど
で
は
普
通
人

と
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
取
扱
い
を
受
け
て
い
る

が
、
こ
れ
で
布
教
活
動
を
な
せ
と
い
っ
て
も
ほ

と
ん
ど
無
理
で
あ
る
、
云
々
。
」
と
あ
る
。
平
易

な
文
章
で
、
現
代
に
生
き
る
指
針
を
、
仏
教
の

立
場
か
ら
説
き
示
し
て
い
る
。
若
者
、
寺
庭
婦

人
に
好
書
。

　
　
　
　
　
　
（
春
秋
選
書
・
一
五
〇
〇
円
）

　
『
日
本
詩
歌
集
』
山
本
健
吉
著
（
講
談
社
・

二
二
〇
〇
円
）
、
『
檀
林
皇
后
私
益
　
上
・
下
』

杉
本
苑
子
著
（
中
央
公
論
社
・
四
二
〇
円
）

　
　
文
化
専
門
委
員
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

　
中
野
東
禅
、
榊
原
帰
逸
、
阿
純
孝
、
島
田
喜

久
子
、
宝
田
正
道
、
原
弘
隆
　
－
推
薦
一
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匿
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■　　　　　7

鳴
門
大
橋
の
完
成
を
記
念

10

獅
Q
4
日
、
徳
島
で
開
く

　
第
三
十
二
回
の
全
日
本
仏
教
徒
会
議
は
、
鳴

門
大
橋
の
完
成
を
記
念
し
、
徳
島
県
仏
教
会
と

の
土
ハ
催
に
よ
り
左
記
の
通
り
開
催
の
は
こ
び
と

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
徳
島
大
会
の
記
念
事
業

と
し
て
、
「
現
代
名
僧
墨
跡
展
」
を
あ
わ
せ
て
開

昭和60年4月1日

　
高
峰
　
秀
海
師
（
全
仏
元
副
会
長
）

　
高
野
山
真
言
宗
宗
務
総
長
、
管
長
を
歴
任
。

総
本
山
金
剛
峰
寺
第
四
百
五
世
座
主
。
昭
和
五

十
一
年
一
月
か
ら
二
年
間
、
四
仏
副
会
長
に
つ

か
れ
た
。お
願
い

　
同
宗
連
よ
り
「
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
早
期

批
准
を
求
め
る
署
名
運
動
に
つ
い
て
」
の
署
名

用
紙
が
事
務
局
に
送
付
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

同
宗
連
未
加
盟
の
宗
派
・
県
仏
．
・
団
体
に
御
送

付
申
し
上
げ
ま
し
た
の
で
御
尋
真
下
さ
い
。

美
璽
翠
務
三
三
録
募
≦

（
三
月
）

日
　
局
内
会
議
．

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
発
行

催
す
る
予
定
で
す
。

　
日
時
　
昭
和
六
十
年
十
月
二
十
四
日
（
木
）

　
会
場
　
徳
島
市
・
郷
土
文
化
会
館

　
な
お
、
大
会
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
追

っ
て
逐
一
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

四
日
　
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
大
阪
）

五
日
　
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
徳
島
）

　
　
　
文
化
会
議
運
営
委
員
会

五
～
六
日
　
全
通
大
会
打
合
せ
会
（
徳
島
）

　
七
日

　
八
日

十
一
日

十
二
日

　
十
二
～
十
六
日

　
十
四
日

二
＋
五
日

二
＋
六
日

二
十
七
日

二
十
七
～
二
十
八
日

二
＋
九
日

外
務
省
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
出
席

日
宗
連
税
制
委
貝
会

ハ
ワ
イ
実
行
委
貝
会

ス
リ
ラ
ン
カ
大
使
館
国
宝
下
見
会

出
席
宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
岩
手
）

局
内
会
議

　
　
　
W
F
B
執
行
委
員
会

法
律
相
談
室

国
際
仏
教
交
流
セ
ン
タ
ー
評
議
員

会
出
席

査
定
委
員
会

宗
教
法
人
セ
ミ
ナ
ー
（
埼
玉
）

　
　
　
　
沖
縄
現
状
視
察

国
際
専
門
委
貝
会

◎
糖
尿
病
”
糖
尿
病
に
は
イ
ン
ス
リ
ン
依
存

型
と
イ
ン
ス
リ
ン
非
依
存
型
が
あ
り
、
前
者

は
若
年
型
小
児
糖
尿
病
で
膵
臓
か
ら
イ
ン
ス

リ
ン
が
出
な
く
な
る
為
に
起
き
、
こ
の
タ
イ

プ
の
糖
尿
病
は
生
涯
イ
ン
ス
リ
ン
を
打
ち
続

け
る
必
要
が
あ
り
、
一
生
涯
治
る
こ
と
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
真

正
糖
尿
病
で
も
グ
ァ
バ
茶
で
治
る
。
私
の
所

に
来
る
小
児
糖
尿
病
患
者
は
グ
ァ
バ
茶
で
治

療
し
て
い
る
。

　
グ
ァ
バ
茶
に
は
血
糖
値
の
降
下
作
用
の
他

に
膵
臓
機
能
の
充
進
作
用
が
あ
る
為
で
、
そ

◎
高
血
圧
、
低
血
圧
”
自
然
物
で
あ
る
グ
ァ

バ
茶
は
高
血
圧
、
低
血
圧
と
云
う
相
反
す
る

疾
病
を
同
時
に
治
癒
す
る
。
グ
ァ
バ
茶
の
顕

著
な
特
徴
は
代
謝
作
用
と
共
に
利
尿
作
用
の

促
進
で
あ
る
。
利
尿
に
よ
っ
て
塩
分
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
結
果
血
圧
が
安
定
す
る
。

グ
ァ
バ
茶
は
高
血
圧
、
低
血
圧
と
云
う
表
面

に
出
る
問
題
の
み
な
ら
ず
、
血
液
中
の
糖
、

脂
肪
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
代
謝
し
、
血
管

を
強
化
す
る
。
血
圧
は
グ
ァ
バ
茶
で
百
％
安

定
す
る
。

◎
神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
”
グ
ァ
バ
茶
に
よ
っ

驚
異
の
ク
ァ
バ
茶
健
康
去

（糖
A
病
、
高
血
圧
、
低
血
圧
、
リ
ウ
マ
チ
、
神
経
痛
）

こ
ん
な
病
状
の
方
で
も
グ
ァ
バ
茶
で
治
る
／

の
効
果
は
驚
異
的
で
あ
る
。
　
一
方
、
慢
性
重

度
の
糖
尿
病
で
イ
ン
ス
リ
ン
を
打
ち
続
け
た

患
者
が
グ
ァ
バ
茶
で
治
り
、
イ
ン
ス
リ
ン
注

射
が
不
要
に
な
っ
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な

い
。
グ
ァ
バ
茶
で
糖
尿
病
は
治
る
。

お
問
い
合
せ

　
東
洋
医
学
研
究
所

　
名
和
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
　
名
和
　
和
成

東
日
本
事
業
部

　
東
京
都
新
宿
区
西
五
軒
町
十
四
番
地

　
T
E
L
（
〇
三
）
二
三
五
－
一
五
五
二

て
神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
が
治
癒
し
た
例
も
非

常
に
多
い
。
グ
ァ
バ
茶
は
人
間
の
細
胞
（
二

百
兆
個
）
を
活
発
化
さ
せ
る
作
用
が
強
く
、

重
度
の
神
経
痛
、
リ
ウ
マ
チ
が
グ
ァ
バ
茶
で

治
癒
し
、
そ
の
効
果
は
驚
異
的
で
あ
る
。

　
西
日
本
事
業
部

　
広
島
市
東
区
矢
賀
新
町
四
－
二
一
三
三

　
T
E
L
（
○
八
二
）
二
八
五
－
五
〇
七
〇

　
　
特
別
価
格

　
　
三
9
×
四
〇
パ
ッ
ク
　
ニ
ニ
五
〇
円

　
　
三
9
×
八
○
パ
ッ
ク
　
四
〇
〇
〇
円

発
行
人
　
矢
　
萩
　
信
　
顕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
行
所
　
財
団
法
人
　
　
全

日
　
本
　
仏
　
教
　
会

〒
一
〇
五
　
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
－
七
一
四

魑
　
馬
　
7
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